
第６号様式別表５の２記載要領

1

2

3

4

5

(１)

(２)

(３)

(４)

(５)

(６)

(７)

6

7

(１)

(２)

(３)

(４)

　所得等課税事業を行う法人が事業年度の中途において収入金額等課税事業又は特定ガス供給業を開始した場合

　収入金額等課税事業を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業又は特定ガス供給業を開始した場合

　特定ガス供給業を行う法人が事業年度の中途において所得等課税事業又は収入金額等課税事業を開始した場合

　所得等課税事業、収入金額等課税事業及び特定ガス供給業のうち２以上の事業を併せて行う法人が事業年度の中途にお
いて所得等課税事業、収入金額等課税事業又は特定ガス供給業を廃止した場合

　租税特別措置法第66条の５の３第１項の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の明細書（別表17（２の３））の
(10)の欄から(23)の欄を控除した金額を加算した金額を記載すること。

　「当該事業年度の月数⑬」の欄は、法第72条の21第３項、第４項又は第５項の規定の適用を受ける法人にあっては、当該規定
に基づき計算した月数を記載すること。

　「国内における所得等課税事業に係る期末の従業者数㉑」から「計㉔」までの各欄は、法第72条の２第１項第１号に掲げる事
業、同項第３号に掲げる事業及び同項第４号に掲げる事業のうち２以上の事業を併せて行う法人が記載し、次に掲げる場合に該
当するときは、「国内における所得等課税事業に係る期末の従業者数㉑」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在にお
ける法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち同項第１号に掲げる事業（非課税事業を除く。以下この記載要領に
おいて「所得等課税事業」という。）に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たな
い端数を生じたときは、これを１人とする。以下この記載要領において同じ。）を記載し、「国内における収入金額等課税事業
に係る期末の従業者数㉒」の欄には、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の
従業者のうち同項第３号に掲げる事業（以下この記載要領において「収入金額等課税事業」という。）に係る者の数を合計した
数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数を生じたときは、これを１人とする。以下この記載要領
において同じ。）を記載し、「国内における特定ガス供給業に係る期末の従業者数㉓」の欄には、当該事業年度に属する各月の
末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち同項第４号に掲げる事業（以下この記載要領において
「特定ガス供給業」という。）に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数（その数に１人に満たない端数
を生じたときは、これを１人とする。以下この記載要領において同じ。）を記載し、「計㉔」の欄には、当該事業年度に属する
各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち所得等課税事業に係る者の数を合計した数を当
該事業年度の月数で除して得た数、当該事業年度に属する各月の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従
業者のうち収入金額等課税事業に係る者の数を合計した数を当該事業年度の月数で除して得た数及び当該事業年度に属する各月
の末日現在における法の施行地内に有する事務所又は事業所の従業者のうち特定ガス供給業に係る者の数を合計した数を当該事
業年度の月数で除して得た数を合計した数を記載すること。

  第６号様式別表５の㉗から㉜まで及び㉞の各欄に記載のある法人にあってはこれらの欄の合計額を減算した金額を記載
し、同表の㉝の欄に記載のある法人にあっては同欄を加算した金額を記載すること。

この計算書は、法第72条の２第１項第１号イ若しくは第３号イに掲げる法人又は同項第４号に掲げる事業を行う法人が、付加
価値割の課税標準となる付加価値額及び資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合に記載し、第６号様式、第６号
様式（その２）又は第６号様式（その３）の申告書に添付すること。

「法人番号」欄には、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第15項に規
定する法人番号をいう。）を記載すること。

　「　　　　　　　　　　第１号
　　　法第72条の２第１項第３号に掲げる事業　　となっている箇所については、事業の区分に応じ、「第１号」、「第３号」
　　　　　　　　　　　　第４号　　　　　　　」
又は「第４号」のいずれかを○印で囲んで表示すること。

法第72条の２第１項第１号に掲げる事業、同項第３号に掲げる事業及び同項第４号に掲げる事業のうち２以上の事業を併せて
行う法人にあっては、それぞれの事業に係る付加価値額及び資本金等の額の計算の別を明らかにして記載し、それぞれの事業ご
とに提出すること。

　「単年度損益⑤」の欄の記載に当たっては、次によること。

　法第72条の18第１項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第１項の規定の適用を受けようとする法人
にあっては、同欄中「第６号様式68 」とあるのは「（第６号様式68－別表10⑨）」と、「別表５㉓」とあるのは「（別
表５㉓－別表10⑨）」と読み替えて計算した金額を記載すること。

　法第72条の18第１項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第２項（東日本大震災の被災者等に係る国
税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号。以下この記載要領において「震災特例法」という。）第17条
第１項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第６号
様式68」とあるのは「（第６号様式68 －別表10㉑）」と、「別表５㉓」とあるのは「（別表５㉓－別表10㉑）」と読み
替えて計算した金額を記載すること。

　法第72条の18第１項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第３項（震災特例法第17条第１項の規定に
より読み替えて適用する場合を含む。）の規定の適用を受けようとする法人にあっては、同欄中「第６号様式68」とある
のは「（第６号様式68－別表11⑫）」と、「別表５㉓」とあるのは「（別表５㉓－別表11⑫）」と読み替えて計算した金
額を記載すること。

　法第72条の18第１項の規定によりその例によるものとされる法人税法第59条第４項の規定の適用を受けようとする法人
にあっては、同欄中「第６号様式68」とあるのは「（第６号様式68－別表11⑫）」と、「別表５㉓」とあるのは「（別表
５㉓－別表11⑫）」と読み替えて計算した金額を記載すること。

　租税特別措置法第59条の２の規定の適用を受ける法人にあっては、法人税の明細書（別表４）の(33)の欄において減算
した金額（損金算入額）がある場合は当該額を加算し、加算した金額（益金算入額）がある場合は当該額を減算した金額
を記載すること。


